
○山形県内では、新型コロナの感染者がこれまでにないスピードで急増したため、

山形県・山形市が「緊急事態宣言」を出し、３月22日から４月１１日まで山形市を

対象として緊急対策を実施しています。

○４月１１日まで宮城県と仙台市では独自の「緊急事態宣言」が出されています。

〇緊急事態宣言が解除された首都圏との往来も引続き注意を払う必要があります。

お 願 い ! !
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

山形県

◇ こまめな手洗い、正しいマスクの着用、消毒、適切な換気、

身体的距離の確保、３つの密（密集、密接、密閉）を避けるなど、

基本的な感染防止対策である「新しい生活様式」の徹底をお願いします。

◇ 訪問先でも、基本的な感染防止対策である「新しい生活様式」を徹底し、

会食は控えてください。

◇ 次の感染防止の取組み徹底が図られない場合、会食は控えてください。

・ 「普段一緒にいる人」と「少人数・短時間」で

・ 業種別ガイドラインを遵守している施設を利用

・ 会話の際はマスクを着用

◇ 発熱など体調がすぐれない時は、外出を控えてください。

交通機関用



◎感染リスクが高まる「5つの場面」に注意してください。

◎発熱など体調がすぐれない方は、最寄りの医療機関等に電話で
相談してください。


